
 

様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 敬老会開催事務対象者台帳 

実施機関の名称 久慈市 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

生活福祉部 社会福祉課 社会長寿係 

個人情報ファイルの利用目的 老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）第５条、敬老会

事業補助金交付要綱（令和３年久慈市告示第 75号）に

基づく対象者の判定のため 

記録項目 1 氏名、2 性別、3 生年月日、4 住所 

記録範囲 敬老会事業補助金交付要綱に基づく事業対象者 

記録情報の収集方法 生活福祉部市民課 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)久慈市役所総務部総務課 

(所在地)久慈市川崎町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

－ 

備   考  

 



 

様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 身体障害者手帳交付台帳 

実施機関の名称 久慈市 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

生活福祉部 社会福祉課 障がい福祉係 

個人情報ファイルの利用目的 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付事務 

記録項目 1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5電話番号、6障

害等級、7障害名 

記録範囲 身体障害者手帳の交付を受けた者 

記録情報の収集方法 本人及びその家族 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

心身の機能障害 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称) 

(所在地) 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

― 

備   考  

 



 

様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者システム 

実施機関の名称 久慈市 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

生活福祉部 社会福祉課 社会長寿係 

個人情報ファイルの利用目的 避難行動要支援者が災害時に迅速かつ的確に避難する

ことができるよう、名簿の調製、提供等を行うため。 

久慈市避難行動要支援者の名簿登録等に関する要領 

災害対策基本法第 49条 

記録項目 １氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号 

６健康状態、７支援者の情報 

記録範囲 登録申込書を提出した者、民生委員による情報提供 

記録情報の収集方法 本人（家族）・民生委員からの収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

心身の機能障害 

記録情報の経常的提供先 久慈市民生委員、久慈市社会福祉協議会、市内消防団、

久慈消防署、久慈警察署、市内町内会（協定締結組織

に限る。）、市内自主防災組織（協定締結組織に限る。） 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)久慈市役所総務部総務課 

(所在地)久慈市川崎町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

― 



 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

― 

備   考  

 


